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○港区電力調達契約における特別簡易型総合評価方式の実施に関する要綱 

令和３年１２月１日 

３港総契第２１８９号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、港区（以下「区」という。）が発注する電力調達契約において、二酸

化炭素排出係数が低く、再生可能エネルギー利用率の高い電力を調達するため、当該契約

における特別簡易型総合評価方式（入札の際に、入札に参加した者の入札価格、二酸化炭

素排出係数及び環境負荷低減に関する取組状況を総合的に評価して落札者を決定する方

式をいい、以下「特別簡易型総合評価方式」という。）の実施に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 制限付一般競争入札 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行

令」という。）第１６７条の５の２の規定に基づいて行う一般競争入札をいう。 

（２） 競争入札参加資格 区が発注する物品の買入れその他の契約に係る競争入札に参

加するための資格をいう。 

（３） 業種 競争入札参加資格の業種をいう。 

（４） 格付 業種ごとの等級及び同一等級内の順位をいう。 

（５） 電子調達サービス 区が行う入札に参加しようとする者の資格審査に関する事務

及び入札に関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。 

（６） 区内事業者 港区における競争入札参加者の選定に係る区内事業者の認定基準

（平成２５年３月１４日２４港総契第２８０１号。以下「区内事業者の認定基準」とい

う。）で定める事業者をいう。 

（７） 区内本店事業者 区内事業者の認定基準第２条第２号に規定する事業者をいう。 

（８） 区内営業所等（本店級）事業者 区内事業者の認定基準第２条第４号に規定する

事業者をいう。 

２ 前項に定めるもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、港区契約事務規則

（昭和３９年港区規則第６号。以下「規則」という。）で使用する用語の例による。 

（対象となる電力調達契約） 

第３条 特別簡易型総合評価方式の対象となる電力調達契約は、一件の予定価格が１５０万
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円を超える電力調達契約（規則第３条の２別表に規定する付合契約を除く。）とする。 

（特例） 

第４条 前条の規定にかかわらず、緊急を要する電力調達契約その他特別の扱いを必要とす

る電力調達契約については、この要綱を適用しないことができる。 

（学識経験を有する者への意見聴取） 

第５条 区長は、第１１条から第１３条までに定める評価の方法等（以下「落札者決定基準」

という。）を改正しようとするときは、あらかじめ、２人以上の学識経験を有する者から

落札者決定基準を改正するに当たり留意すべき事項についての意見を聴かなければなら

ない。 

（特別簡易型総合評価方式における入札方式） 

第６条 この要綱に基づく電力調達契約の入札方式は、制限付一般競争入札によるものとす

る。 

（入札参加資格） 

第７条 この要綱に基づく入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たす

者とする。 

（１） 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条の２の規定による登録を受けて

いる者であること。 

（２） 発注業種について、競争入札参加資格を有していること。 

（３） 施行令第１６７条の４に規定する者に該当しないこと。 

（４） 経営不振の状態にないこと。 

（５） 第８条の規定による申請を行う日において、発注する案件ごとに、区が定める資

格を有すること。 

（６） 港区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱（平成１６年７月３０日１６港政契

第２３８号）に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 

（７） 港区の契約における暴力団等排除措置要綱（平成２４年１月２６日２３港総契第

１１５７号）に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。 

（８） 別表第１の左欄に掲げる項目ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる区分に応じ、

同表右欄に定める点数の合計が７０点以上であること。 

（希望申請受付及び期間） 

第８条 この要綱に基づく特別簡易型総合評価方式による入札に参加しようとする者（以下

「入札参加希望者」という。）は、申請受付期間内に次のいずれかの方法により申請しな
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ければならない。 

（１） 電子調達サービスへの必要事項の入力 

（２） 港区制限付一般競争入札参加申請書（電力調達契約）（第１号様式）の提出 

２ 入札参加希望者は、前項の規定による申請と併せて申請受付期間内に次に掲げる書類を

提出しなければならない。 

（１） 港区電力調達契約特別簡易型総合評価方式入札参加資格確認申請書（第２号様式） 

（２） 価格以外の点に係る申告書（電力調達契約）（第３号様式） 

３ 入札参加希望者は、前２項に規定するもののほか、公表事項に基づき、区の指定する必

要な資料を提出するものとする。 

４ 第１項及び第２項の希望申請受付期間は、第１４条第３項に規定する公表の期間と同一

の期間とする。 

（資格審査） 

第９条 契約担当者は、前条第１項の規定による申請があった場合は、第７条に定める入札

参加資格について審査し、その結果を、電子調達サービスによる入札にあっては電子調達

サービスに登録し、電子調達サービスによらない入札にあっては当該申請を行った者に通

知する。 

（入札保証金・契約保証金の免除） 

第１０条 契約担当者は、規則第１０条第２項に規定する場合に該当する場合にあっては入

札保証金の全部又は一部を、規則第４６条第２項に規定する場合に該当する場合にあって

は契約保証金の全部又は一部をそれぞれ免除することができる。 

（評価の方法等） 

第１１条 特別簡易型総合評価方式の評価は、価格点及び価格以外の点を合計した評価値

（以下「評価値」という。）により行うものとする。 

２ 価格点は、最低価格で入札した者を２５点とし、その他の入札者は、最低入札価格を当

該入札者の入札価格で除したものに２５を乗じた点数（小数点第２位以下の端数があると

きは、これを切り捨てるものとする。）とする。 

３ 価格以外の点は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める点数の合計とする。 

（１） 再生可能エネルギー電力評価点 ２０点 

（２） 業務履行体制評価点 ２．５点 

（３） 港区ワーク・ライフ・バランス推進企業点 ０．５点 

（４） 障害者雇用点 ０．５点 
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（５） 環境配慮点 ０．５点 

（６） 災害協定活動点 ０．５点 

（７） 女性の活躍推進点 ０．５点 

４ 第２項及び前項の規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内での入札でなかった場合

は、評価値を０点とする。 

５ 開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、再度入

札を行うこととする。 

（価格以外の点の算定方法） 

第１２条 価格以外の点は、第８条の規定による申請を行った時点において、区と契約する

営業所等の状況について、次のとおり算定するものとする。 

（１） 再生可能エネルギー電力評価点 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例

（平成１２年条例第２１５号。以下「環境確保条例」という。）第９条の５に規定する

エネルギー状況報告書における項目について、別表第２の左欄に掲げる項目ごとに、そ

れぞれ同表の中欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める点数の合計とする。 

（２） 業務履行体制評価点 区内本店事業者は２．５点とし、区内営業所等（本店級）

事業者は１．５点とする。 

（３） 港区ワーク・ライフ・バランス推進企業点 港区ワーク・ライフ・バランス推進

企業認定事業要綱（平成２２年３月３１日２１港総権第４８４号）第８条第１項の規定

により港区ワーク・ライフ・バランス推進企業としての認定を受けている場合は、０．

５点とする。 

（４） 障害者雇用点 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）

第４３条第１項に規定する法定雇用障害者数以上の障害者雇用がある場合は、０．５点

とする。 

（５） 環境配慮点 ISO（国際標準化機構）１４０００シリーズの１４００１、一般財

団法人持続性推進機構認証のエコアクション２１、一般社団法人エコステージ協会認証

のエコステージ（ステージ２以上の認証に限る。）及び特定非営利活動法人KES環境機

構のKES・環境マネジメントシステム・スタンダード（ステップ２以上の認証に限る。）

のうちいずれかの認証を取得している場合は、０．５点とする。 

（６） 災害協定活動点 区内事業者が、区と災害時における協定の締結がある場合又は

区と災害時における協定の締結がある団体の構成員である場合は、０．５点とする。 

（７） 女性の活躍推進点 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７
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年法律第６４号）第９条又は第１２条の規定による認定を受けている場合は、０．５点

とする。 

（落札者の決定方法） 

第１３条 落札者は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札の申込みをした者のうち、

評価値の最も高いものとする。 

２ 前項の場合において、評価値の最も高い者が２以上であるときは、次の各号の順序によ

り、その点数の高い者を落札者として決定するものとする。 

（１） 再生可能エネルギー電力評価点 

（２） 業務履行体制評価点 

（３） 価格点 

３ 前項の場合において、同項第３号の価格点が同じ点数の場合は、くじにより落札者を決

定するものとする。 

（公表事項等） 

第１４条 契約担当者は、特別簡易型総合評価方式を実施しようとする場合は、入札参加資

格等を定め、電力調達契約の公表を開始する日において、次に掲げる事項を具体的に明示

するとともに公表するものとする。 

（１） 当該契約の件名、概要、履行期間、入札参加資格、希望申請受付期間、開札又は

入札の日時及び場所等 

（２） 当該契約が、この要綱に基づく特別簡易型総合評価方式の対象であること。 

（３） 提出資料の様式及び提出方法 

（４） 価格点の評価方法 

（５） 価格点以外の点の評価項目及び評価方法 

（６） 落札者の決定方法 

（７） 提出書類の提出後においては、原則として提出資料に記載された内容の変更を認

めないこと。 

２ 公表は、電子調達サービスによる入札の場合は電子調達サービス、総務部契約管財課契

約係掲示板への掲示及び港区ホームページへの掲載により、電子調達サービスによらない

入札の場合は総務部契約管財課契約係掲示板への掲示及び港区ホームページへの掲載に

より行うものとする。 

３ 公表の期間は、原則として７日間（港区の休日を定める条例（平成元年港区条例第１号）

第１条第１項に規定する区の休日を含む。）とする。ただし、契約担当者が特に必要と認
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める場合は、期間を延長し、又は短縮することができる。 

（価格以外の点の審査） 

第１５条 価格以外の点の審査に当たっては、前条第１項第５号に規定する事項において区

が示した評価方法により評価するものとする。 

（準用） 

第１６条 第６条から前条までの規定は、見積競争の方法による随意契約の場合について準

用する。 

（委任） 

第１７条 この要綱の実施に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。 

付 則 

この要綱は、令和３年１２月１日から施行する。 

   付 則 

１ この要綱は、令和７年５月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の港区電力調達契約における特別簡易型総合評価方式の実施

に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘

引による契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契

約については、なお従前の例による。 

別表第１（第７条関係） 

項目 区分 評価点 

前年度の１kWh当たりの二酸化炭素排出係

数（調整後排出係数） 

（単位：t―CO２／kWh） 

０．０００３５０未満 ７０ 

０．０００３５０以上０．０００３７

５未満 

６５ 

０．０００３７５以上０．０００４０

０未満 

６０ 

０．０００４００以上０．０００４２

５未満 

５５ 

０．０００４２５以上０．０００４５

０未満 

５０ 

０．０００４５０以上０．０００４７

５未満 

４５ 

０．０００４７５以上０．０００５０４０ 
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０未満 

０．０００５００以上０．０００５２

５未満 

３５ 

０．０００５２５以上０．０００５５

０未満 

３０ 

０．０００５５０以上０．０００５７

５未満 

２５ 

０．０００５７５以上 ２０ 

前年度の未利用エネルギー活用状況 １．３５％以上 １５ 

０．６７５％以上１．３５％未満 １０ 

０％超０．６７５％未満 ５ 

活用していない ０ 

前年度の再生可能エネルギー導入状況 ３．００％以上 １５ 

１．５０％以上３．００％未満 １０ 

０％超１．５０％未満 ５ 

活用していない ０ 

グリーン電力証書の調達者への譲渡予定

量（予定使用電力量の割合） 

５．０％ １０ 

２．５％ ５ 

活用しない ０ 

需要家への省エネルギー・節電に関する情

報提供の取組 

取り組んでいる ５ 

取り組んでいない ０ 

備考 

１ 「前年度の１kWh当たりの二酸化炭素排出係数（調整後排出係数）」は、地球温暖

化対策の推進に関する法律（平成１０年法律第１１７号）に基づき、環境大臣及び経

済産業大臣により公表されている前年度の１kWh当たりの二酸化炭素調整後排出係数

（前年度の当該係数が公表されていない場合は、直近の当該係数）とする。 

２ 「前年度の未利用エネルギー活用状況」とは、環境確保条例に基づき、各小売電気

事業者から提出されたエネルギー状況報告書における未利用エネルギー等を利用し

た発電による電気の供給に係る措置の進捗状況の利用率（前年度の当該利用率が公表

されていない場合は、直近の当該利用率）をいう。別表第２において同じ。 
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３ 「前年度の再生可能エネルギー導入状況」とは、環境確保条例に基づき、各小売電

気事業者から提出されたエネルギー状況報告書における再生可能エネルギーを利用

した発電による電気の供給の利用量（再生可能エネルギーの固定価格買取り制度によ

る買取り電力量は除く。）の割合の利用率（前年度の当該利用率が公表されていない

場合は、直近の当該利用率）をいう。 

４ グリーン電力証書は、一般財団法人日本エネルギー経済研究所グリーンエネルギー

認証センターの認証に係るグリーン電力証書に限るものとする。 

５ グリーン電力証書の譲渡予定量を示すことにより入札参加資格を得た者が落札し

た場合は、落札後、契約を締結するまでの間に、グリーン電力証書を区に譲渡するこ

ととする。 

６ グリーン電力証書の調達者への譲渡とは、グリーン電力証書の発行を行った者が、

現在のグリーン電力証書の保有者を管理するための帳簿等の名義を港区長に変更す

ることをいう。この場合において、当該変更に係る書類等がある場合は、その書類等

も譲渡することとする。 

７ 「需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組」は、需要家の省エ

ネルギーの促進の観点から評価するものとする。 

別表第２（第１２条関係） 

項目 区分 評価点 

前年度の１kWh当たりの二酸化炭素基礎

排出係数（単位：t―CO２／kWh） 

０．００００５０以下 １２ 

０．０００１００以下 １０ 

０．０００１５０以下 ８ 

０．０００２００以下 ７ 

０．０００２５０以下 ６ 

０．０００３００以下 ５ 

０．０００３５０以下 ４ 

０．０００４００以下 ３ 

０．０００４５０以下 ２ 

０．０００５００以下 １ 

０．０００５００超 ０ 

前年度の再生可能エネルギー導入状況 ８０以上 ５ 
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（単位：％） ７０以上 ４ 

５０以上 ３ 

３０以上 ２ 

１０以上 １ 

１０未満 ０ 

前年度の未利用エネルギー活用状況（単

位：％） 

５０以上 ２ 

３０以上 １ 

３０未満 ０ 

再生可能エネルギー利用率の向上 向上している １ 

向上していない ０ 

備考 

１ 「前年度の１kWh当たりの二酸化炭素基礎排出係数」は、地球温暖化対策の推進に

関する法律（平成１０年法律第１１７号）に基づき、環境大臣及び経済産業大臣によ

り公表されている前年度の二酸化炭素基礎排出係数（前年度の当該係数が公表されて

いない場合は、直近の当該係数）とする。 

２ 「前年度の再生可能エネルギー導入状況」とは、環境確保条例に基づき、各小売電

気事業者から提出されたエネルギー状況報告書における再生可能エネルギーを利用

した発電による電気の供給の利用量（再生可能エネルギーの固定価格買取り制度によ

る買取り電力量を含む。）の割合の利用率（前年度の当該利用率が公表されていない

場合は、直近の当該利用率）をいう。 

３ 「再生可能エネルギー利用率の向上」は、当該利用率が過去３年間においていずれ

も向上している場合に限り評価するものとする。この場合において、環境確保条例に

基づき、各小売電気事業者から提出されたエネルギー状況報告書における再生可能エ

ネルギーを利用した発電による電気の供給の利用量には、再生可能エネルギーの固定

価格買取り制度による買取り電力量を含むものとする。 

 


